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１．概要 

本資料は、再処理施設における、腐食を考慮する容器等の板厚に対する設工認仕様表・添付

書類での記載事項および使用前事業者検査での判定基準の考え方を補足説明するものである。 

２．従来の設工認での記載事項および検査の判定基準 

 従来の設工認において、腐食を考慮する容器等（腐食性流体に接する設備）に関する板厚の

記載内容および使用前検査における判定基準は、表－１のとおりである。 

表－１ 板厚の記載内容と検査の判定基準（従来） 

再処理施設（図－１（１）） （参考）実用炉（図－１（２）） 

仕様表 

（要目表） 

記載事項 

・公称値 ・公称値

・設計確認値（公称値から素材の負の公差お

よび加工公差を差し引いた値） 

添付書類 

記載事項 

・計算厚さ（技術基準で要求される厚さ）

・腐食代

・ 小厚さ（実用炉でいう設計確認値から、

さらに腐食代を差し引いた値）※１

・必要な厚さ（技術基準で要求される厚さ） 

・ 小厚さ（＝設計確認値）※２

・公称値の許容範囲（素材の公差および加工

公差） 

検査の 

判定基準 

・「 小厚さ＋腐食代」以上であること 

（実用炉でいう設計確認値以上であること） 

・公称値の許容範囲内（素材の公差および加

工公差）であること 

※１ 腐食性流体による腐食への対応を示す観点から腐食代を明示した上で、公称値から素材の負の公差、加

工公差および腐食代を差し引いた値を「 小厚さ」とし、「計算厚さ（技術基準で要求される厚さ）」と

比較している。 

※２ 「技術基準で要求される厚さ」を上回る板厚を確保することを示すため、公称値から素材の負の公差お

よび加工公差を差し引いた値を「 小厚さ」とし、「必要な厚さ（技術基準で要求される厚さ）」と比較

している。 

：仕様表（要目表）記載事項  ：添付書類記載事項 

図－１ 従来の設工認での記載事項 

３．今後の設工認での記載事項 

（１）仕様表（表－２参照）

腐食を考慮する容器等の仕様が腐食代を設計上考慮した上でも妥当であることを明示する

観点から、今後の仕様表では「公称値」に加えて「設計確認値（ 小厚さ＋腐食代）」を記載

する。 

図－１（２）実用炉（参考） 図－１（１）再処理施設 
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（２）添付書類（表－２参照） 

  添付書類については、仕様表の記載内容を補足するため、設計における腐食代などの検討

内容と、技術基準への適合性を明示する必要があると考える。このため、「計算厚さ（技術基

準で要求される厚さ）」、「腐食代」および「 小厚さ」に加えて「公称値の許容範囲」を添付

書類に記載する。 

 

表－２ 板厚の記載内容と検査の判定基準（今後） 

 再処理施設（図－２（１）） （参考）実用炉（図－２（２）） 

仕様表 

（要目表） 

記載事項 

・公称値 

・設計確認値（公称値から素材の負の公差お

よび加工公差を差し引いた値： 小厚さ＋

腐食代） 

・公称値 

・設計確認値（公称値から素材の負の公差お

よび加工公差を差し引いた値）  

添付書類 

記載事項 

・計算厚さ（技術基準で要求される厚さ） 

・腐食代 

・ 小厚さ（設計確認値から、さらに腐食代

を差し引いた値） 

・公称値の許容範囲（素材の公差および加工

公差） 

・必要な厚さ（技術基準で要求される厚さ） 

 

・ 小厚さ（＝設計確認値） 

 

・公称値の許容範囲（素材の公差および加工

公差） 

検査の 

（新設設備） 

判定基準 

・公称値の許容範囲内（素材の公差および加

工公差）であること 

・公称値の許容範囲内（素材の公差および加

工公差）であること 

（注）下線部は設工認への追加または変更。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ：仕様表（要目表）記載事項     ：添付書類記載事項 

図－２ 今後の設工認での記載事項 

 

（３）工事の方法 

  試験運転に伴う機器・配管の腐食の進行を踏まえ、保守管理として板厚の余寿命評価を行

うとともに、運転期間中に 小厚さを下回ることがないよう適切な時期に補修・取替えを実

施することする（別紙１参照）。これらを工事の方法に記載する（別紙２参照）。 

 

４．使用前事業者検査における判定基準（図－３参照） 

（１）新設設備 

新設する容器等に対する使用前事業者検査では、計測等した厚さが「公称値の許容範囲内

（素材の公差および加工公差）」であることを判定基準とする。 

 

図－２（２）実用炉（参考） 図－２（１）再処理施設 
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新設設備に対する使用前事業者検査 試験運転中の設備に対する使用前事業者検査

公称値

計算厚さ

公称値の
許容範囲

計測等した厚さ

判定基準

計算厚さ

計測または
評価した厚さ

判定基準

最⼩厚さ

（２）試験運転中の設備 

既設設備の場合は、腐食代を確保した設計となっていることおよび試験運転により腐食の

進行があった場合においても技術基準を満足していることが必要となる。 

このため、既設の容器等に対する使用前事業者検査では、寸法検査として、新設時の板厚

が「公称値の許容範囲内（素材の公差および加工公差）」であること、現状の板厚が「 小厚

さ以上」であることおよび初回の定期事業者検査までの期間以上、 小厚さが確保できるこ

とを判定基準として確認する。また、当該の検査について、工事の方法の「２．使用前事業

者検査の方法」の表１に記載する（別紙２参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 使用前事業者検査の寸法検査における判定基準 

 

以 上 

  

※ 

※新設時の板厚が公称値の許容範囲内であること、初回の 
定期事業者検査までの期間以上、最⼩厚さが確保できる 
ことをあわせて確認 
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別紙１ 

 

腐食を考慮する容器等に係る保守管理の方法について（案） 

 

腐食を考慮する容器等については、運用期間中に 小厚さを下回ることがないよう以下のと

おり保守管理を実施する。 

 

（１）余寿命評価 

 実測可能な設備は、実測により現状の厚さを確認し、余寿命評価を行う。 

 実測困難な設備は、以下を考慮して当該設備の厚さを推定・評価し、余寿命評価を行う。 

   ・設計上想定される腐食速度 

   ・過去トラブルによる知見を踏まえた腐食速度 

   ・実測している同環境の設備の中で腐食減肉を評価する上で も厳しい部位の腐食速度 

   ・運転実績（内包物の性状（種類、濃度、温度等）や運転期間（時間）を考慮） 

 

（２）余寿命評価結果に基づく保全計画 

 余寿命評価結果が５年※1以上の場合は、保全計画に基づく点検を継続する。 

 余寿命評価結果が５年※1 未満の場合は、補修や取替えを計画し、運用中に必要 小厚さ

を下回らないよう実施する。 

なお、補修や取替え着手までの間の適切な時期（設計上想定される腐食速度や計器誤

差等を考慮して決定）に詳細測定等を実施し、運用中に必要 小厚さを下回らないよう

管理するとともに、余寿命評価の信頼性向上を図る。 

※1 補修や取替のための準備期間を３年程度と想定し、それに裕度を加えた５年を判断基準として検討中。 

 

以上 
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変 更 前 変 更 後 

再処理施設の設置又は変更の工事における工事の方法として，再処理事業指定（変更許可）を受けた

事項及び「再処理施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準」という。）の要求事項に適合する

ための設計（基本設計方針及び仕様表等）に従い実施する工事の手順と，それら設計や工事の手順に従

い工事が行われたことを確認する使用前事業者検査の方法を以下に示す。 

これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステ

ム」に定めたプロセス等に基づいたものとする。 
 

1.  工事の手順  

1.1  工事の手順と使用前事業者検査 

再処理施設の設置又は変更の工事における工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図1に

示す。 

   

 

 

 

 
 

1.2  容器等の主要な溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査 

容器等の主要な溶接部に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図2に示す。 
 

2.  使用前事業者検査の方法  

構造，強度及び漏えいを確認するために十分な方法，機能及び性能を確認するために十分な方法，

その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に従って行われた

ものであることを確認するために十分な方法により，使用前事業者検査を図1及び図2のフローに基づ

き実施する。 使用前事業者検査は「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロ

セスにより，抽出されたものの検査を実施する。 

また，使用前事業者検査は，検査の時期，対象，方法，検査体制に加えて，検査の内容と重要度に

応じて立会，抜取立会，記録確認のいずれかとすることを要領書等で定め実施する。  

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1  構造，強度及び漏えいに係る検査  

2.1.1  構造，強度及び漏えいに係る検査 

構造，強度及び漏えいに係る検査ができるようになったとき，表1に示す検査を実施する。 

再処理施設の設置又は変更の工事における工事の方法として，再処理事業指定（変更許可）を受けた

事項及び「再処理施設の技術基準に関する規則」（以下「技術基準」という。）の要求事項に適合する

ための設計（基本設計方針及び仕様表等）に従い実施する工事の手順と，それら設計や工事の手順に従

い工事が行われたことを確認する使用前事業者検査の方法を以下に示す。 

これらの工事の手順及び使用前事業者検査の方法は，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステ

ム」に定めたプロセス等に基づいたものとする。 
 

1.  工事の手順  

1.1  工事の手順と使用前事業者検査 

再処理施設の設置又は変更の工事における工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図1に

示す。 

再処理施設に設置する腐食を考慮する容器等については，試験運転で使用を開始していることを

踏まえ，保守管理として板厚の余寿命評価を行うとともに，運転期間中に 小厚さを下回ることが

ないよう適切な時期に補修・取替えを実施する。 

設置から長期間経過している既存の再処理施設については，当該再処理施設の健全性を評価する

（以下「設備の健全性評価」という。）。 
 

1.2  容器等の主要な溶接部に係る工事の手順と使用前事業者検査 

容器等の主要な溶接部に係る工事の手順を使用前事業者検査との関係を含め図2に示す。 
 

2.  使用前事業者検査の方法  

構造，強度及び漏えいを確認するために十分な方法，機能及び性能を確認するために十分な方法，

その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画（以下「設工認」という。）に従って行われた

ものであることを確認するために十分な方法により，使用前事業者検査を図1及び図2のフローに基づ

き実施する。 使用前事業者検査は「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロ

セスにより，抽出されたものの検査を実施する。 

また，使用前事業者検査は，検査の時期，対象，方法，検査体制に加えて，検査の内容と重要度に

応じて立会，抜取立会，記録確認のいずれかとすることを要領書等で定め実施する。  

なお，設備の健全性評価結果等により設備の状態を把握した上で，実検査，記録確認検査又は代替

検査から検査方法を選定して要領書等に定める。 

・実検査：実測，目視等により判定基準を満足していることを確認する検査 

・記録確認検査：実測，目視等により判定基準を満足していることを確認した検査の記録を確認す

る検査 

・代替検査：実検査及び記録確認検査が実施できない場合に，記録，評価等を組み合わせて判定基

準を満足していることを確認する検査 
 

2.1  構造，強度及び漏えいに係る検査  

2.1.1  構造，強度及び漏えいに係る検査 

構造，強度及び漏えいに係る検査ができるようになったとき，表1に示す検査を実施する。 

工事の方法 前後表 
別紙２ 

7



                                                          

5 

変 更 前 変 更 後 

表 1 構造，強度及び漏えいに係る検査 ※１ 

検査項目 検査概要  判定基準 

「設計及び

工事に係る

品質マネジ

メントシス

テム」に記

載したプロ

セ ス に よ

り，当該工

事における

構造，強度

及び漏えい

に係る確認

事項として

次に掲げる

項目の中か

ら抽出され

たもの。 

〈共通〉 

・材料検査 

・状態確認

検査 

〈建物・構

築物〉 

・基盤検査 

・構造検査 

・強度検査 

・外観検査 

〈機器等〉 

・寸法検査 

・耐圧・漏

えい検査 

・据付・外

観検査 

共

通 

材料検

査 

使用されている材料の化学成分，機械的強度等が設工

認のとおりであることを確認する。 

設工認のとおりで

あること。 

状態確

認検査 

評価条件，手順等が設工認のとおりであることを確認

する。 

設工認のとおりで

あること。  

建
物
・
構
築
物 

基盤検

査 

基盤の高さ，岩質，強度が設工認のとおりであること

を確認する。 

設工認のとおりで

あること。 

構造検

査 

主要寸法，据付状態等が設工認のとおりであることを

確認する。 

設工認のとおりで

あること。 

強度検

査 

コンクリートの強度が設工認のとおりであることを

確認する。 

設工認のとおりで

あること。 

外観検

査  

有害な欠陥がないことを確認する。 

 

健全性に影響を及

ぼす有害な欠陥が

ないこと。  

機 

器 

等 

寸法検

査  

主要寸法が設工認のとおりであることを確認する。 

 

 

 

 

設工認のとおりで

あること。 

耐圧・

漏えい

検査  

技術基準の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し，

検査圧力に耐え，異常のないことを確認する。耐圧検

査が構造上困難な部位については，技術基準の規定に

基づく非破壊検査等により確認する。  

耐圧検査終了後，技術基準の規定に基づく検査圧力に

より漏えいの有無を確認する。漏えい検査が構造上困

難な部位については，技術基準の規定に基づく非破壊

検査等により確認する。 

 

 

 

 

検査圧力に耐え，か

つ，異常のないこ

と。  

 

著しい漏えいのな

いこと。 

 

 

据付・

外観検

査 

組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認のと

おりであり，有害な欠陥がないことを確認する。 

 

設工認のとおりで

あること。 

 

健全性に影響を及

ぼす有害な欠陥が

ないこと。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

 

 

 

 

表 1 構造，強度及び漏えいに係る検査 ※１ 

検査項目 検査概要 ※２ 判定基準 

「設計及び

工事に係る

品質マネジ

メントシス

テム」に記

載したプロ

セ ス に よ

り，当該工

事における

構造，強度

及び漏えい

に係る確認

事項として

次に掲げる

項目の中か

ら抽出され

たもの。 

〈共通〉 

・材料検査 

・状態確認

検査 

〈建物・構

築物〉 

・基盤検査 

・構造検査 

・強度検査 

・外観検査 

〈機器等〉 

・寸法検査 

・耐圧・漏

えい検査 

・据付・外

観検査 

共

通 

材料検

査 

使用されている材料の化学成分，機械的強度等が設工

認のとおりであることを確認する。 

設工認のとおりで

あること。 

状態確

認検査 

評価条件，手順等が設工認のとおりであることを確認

する。 

設工認のとおりで

あること。  

建
物
・
構
築
物 

基盤検

査 

基盤の高さ，岩質，強度が設工認のとおりであること

を確認する。 

設工認のとおりで

あること。 

構造検

査 

主要寸法，据付状態等が設工認のとおりであることを

確認する。 

設工認のとおりで

あること。 

強度検

査 

コンクリートの強度が設工認のとおりであることを

確認する。 

設工認のとおりで

あること。 

外観検

査  

有害な欠陥がないことを確認する。 

 

健全性に影響を及

ぼす有害な欠陥が

ないこと。  

機 

器 
等 

寸法検

査  

主要寸法が設工認のとおりであることを確認する。 

腐食減肉を想定している機器・配管の板厚について

は，現状の板厚の推定等により設工認のとおり（ 小

厚さ以上）であることを確認する（代替検査）。また，

初回の定期事業者検査までの期間以上， 小厚さが確

保できることを余寿命評価の結果により確認する。 

設工認のとおりで

あること。 

耐圧・

漏えい

検査 ※

３ 

技術基準の規定に基づく検査圧力で所定時間保持し，

検査圧力に耐え，異常のないことを確認する。耐圧検

査が構造上困難な部位については，技術基準の規定に

基づく非破壊検査等により確認する。  

耐圧検査終了後，技術基準の規定に基づく検査圧力に

より漏えいの有無を確認する。漏えい検査が構造上困

難な部位については，技術基準の規定に基づく非破壊

検査等により確認する。 

構造の劣化を想定している機器・配管については，運

転状態（現在の設備状態）での漏えい確認等により異

常のないことを確認する（代替検査）。 

検査圧力に耐え，か

つ，異常のないこ

と。  

 

著しい漏えいのな

いこと。 

 

 

据付・

外観検

査 

組立て状態並びに据付け位置及び状態が設工認のと

おりであり，有害な欠陥がないことを確認する。 

 

設工認のとおりで

あること。 

 

健全性に影響を及

ぼす有害な欠陥が

ないこと。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

※2：表 1に記載した代替検査を含め，代替検査を実施する場合は，本来の検査目的に対する代替性 

を評価した上で検査要領書に定める。 

※3：耐圧・漏えい検査の方法について，表 1によらない場合は，基本設計方針の共通項目として 

定めた「材料及び構造」の方針によるものとする。 

工事の方法 前後表 
別紙２ 
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6 

変 更 前 変 更 後 

2.1.2  容器等の主要な溶接部に係る検査 

容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査は，技術基準第 17 条第 1 項第 3 号及び第 37

条第 1項第 2号並びに再処理施設の技術基準に関する規則の解釈（以下「技術基準解釈」とい

う。）に適合するよう，以下の(1)及び(2)の工程ごとに検査を実施する。 

(1) あらかじめ確認する事項 

次の①及び②については，容器等の主要な溶接部の溶接をしようとする前に，技術基準解釈 

別記 別紙-2 溶接施工法認証標準及び別紙-3 溶接士技能認証標準に従い，表 2-1，表 2-2 に示

す検査を行う。 

① 溶接施工法に関すること 

② 溶接士の技能に関すること 

なお，①又は②について，既に，以下のいずれかにより適合性が確認されているものは，容

器等の主要な溶接部の溶接をしようとする前に表 2-1，表 2-2 に示す検査は要さないものとす

る。 

① 溶接施工法に関すること 

以下のいずれかに該当する溶接施工法。ただし，再処理第 1種機器及び腐食環境の厳し

い第 2 種機器の接液側の溶接施工法においては，技術基準解釈 別記 別紙-2 添付-2 溶

接施工法における腐食試験要領に定める腐食試験に合格していること。 

・再処理施設の溶接施工法として，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和 32 年法律第 166 号）に基づき認可を受けた溶接施工法。 

・前述と同等の溶接施工法として，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和 32 年法律第 166 号）における他の施設にて，認可を受けたもの，溶接安全管

理検査，使用前事業者検査等で溶接施工法の確認を受けたもの又は客観性を有する方法

により確認試験が行われ判定基準に適合しているもの。ここで，他の施設とは，加工施

設，試験研究用等原子炉施設，発電用原子炉施設，使用済燃料貯蔵施設，特定第一種廃

棄物埋設施設，特定廃棄物管理施設をいう。 

② 溶接士の技能に関すること 

・技術基準解釈 別記 別紙-3 溶接士技能認証標準によって認定されたものと同等と認め

られるものとして溶接士技能の確認を受けた溶接士，実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則の解釈 別記-5 3.第 3 部溶接士技能標準(3)により溶接士技

能認証標準と同様と認められた溶接士が溶接を行う場合。ただし，再処理第 1種機器及

び腐食環境が厳しい再処理第 2種機器の溶接を行う溶接士は，技術基準解釈 別記 別紙

-3 で定める腐食試験に合格していること。また，再処理第 1種機器の接液側の溶接を行

う溶接士は、技術基準解釈 別記 別紙-3 で定める継手の仕上がり状態及び非破壊試験に

合格していること。 

・技術基準解釈 別記 別紙-3 溶接士技能認証標準に適合する溶接士が，実用発電用原子炉

2.1.2  容器等の主要な溶接部に係る検査 

容器等の主要な溶接部に係る使用前事業者検査は，技術基準第 17 条第 1 項第 3 号及び第 37

条第 1項第 2号並びに再処理施設の技術基準に関する規則の解釈（以下「技術基準解釈」とい

う。）に適合するよう，以下の(1)及び(2)の工程ごとに検査を実施する。 

(1) あらかじめ確認する事項 

次の①及び②については，容器等の主要な溶接部の溶接をしようとする前に，技術基準解釈 

別記 別紙-2 溶接施工法認証標準及び別紙-3 溶接士技能認証標準に従い，表 2-1，表 2-2 に示

す検査を行う。 

① 溶接施工法に関すること 

② 溶接士の技能に関すること 

なお，①又は②について，既に，以下のいずれかにより適合性が確認されているものは，容

器等の主要な溶接部の溶接をしようとする前に表 2-1，表 2-2 に示す検査は要さないものとす

る。 

① 溶接施工法に関すること 

以下のいずれかに該当する溶接施工法。ただし，再処理第 1種機器及び腐食環境の厳し

い第 2 種機器の接液側の溶接施工法においては，技術基準解釈 別記 別紙-2 添付-2 溶

接施工法における腐食試験要領に定める腐食試験に合格していること。 

・再処理施設の溶接施工法として，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和 32 年法律第 166 号）に基づき認可を受けた溶接施工法。 

・前述と同等の溶接施工法として，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律（昭和 32 年法律第 166 号）における他の施設にて，認可を受けたもの，溶接安全管

理検査，使用前事業者検査等で溶接施工法の確認を受けたもの又は客観性を有する方法

により確認試験が行われ判定基準に適合しているもの。ここで，他の施設とは，加工施

設，試験研究用等原子炉施設，発電用原子炉施設，使用済燃料貯蔵施設，特定第一種廃

棄物埋設施設，特定廃棄物管理施設をいう。 

② 溶接士の技能に関すること 

・技術基準解釈 別記 別紙-3 溶接士技能認証標準によって認定されたものと同等と認め

られるものとして溶接士技能の確認を受けた溶接士，実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則の解釈 別記-5 3.第 3 部溶接士技能標準(3)により溶接士技

能認証標準と同様と認められた溶接士が溶接を行う場合。ただし，再処理第 1種機器及

び腐食環境が厳しい再処理第 2種機器の溶接を行う溶接士は，技術基準解釈 別記 別紙

-3 で定める腐食試験に合格していること。また，再処理第 1種機器の接液側の溶接を行

う溶接士は、技術基準解釈 別記 別紙-3 で定める継手の仕上がり状態及び非破壊試験に

合格していること。 

・技術基準解釈 別記 別紙-3 溶接士技能認証標準に適合する溶接士が，実用発電用原子炉

工事の方法 前後表 
別紙２ 
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7 

変 更 前 変 更 後 

及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 別記-5 3.(4)溶接士技能認証標準に

適合する溶接士の有効期間内に溶接を行う場合。 

 

表 2-1 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接施工法の内容 

確認  

計画している溶接施工法の内容が，技術基準に適合する方法である

ことを確認する。  

材料確認  試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認

する。  

開先確認  試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。  

溶接作業中確認  溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり，溶接条件等

が使用前事業者検査（溶接）計画書のとおりに実施されることを確

認する。 

外観確認  試験材について，目視により外観が良好であることを確認する。 

溶接後熱処理確認  溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合して

いることを確認する。  

浸透探傷試験確認  技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，表面に

おける開口した欠陥の有無を確認する。  

機械試験確認  溶接部の強度，延性及び靭性等の機械的性質を確認するため，継手

引張試験，曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。 

断面検査確認  管と管板の取付け溶接部の断面について，技術基準に適合する方法

により目視検査及びのど厚測定により確認する。  

腐食試験確認 再処理第1種機器及び腐食環境の厳しい第2種機器の接液側に使用す

る溶接施工法に対し，腐食試験を実施し，耐食性を確認する。 

（判定）※１ 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認さ

れた場合，当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。  

  ※1：（ ）は検査項目ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈 別記-5 3.(4)溶接士技能認証標準に

適合する溶接士の有効期間内に溶接を行う場合。 

 

表 2-1 あらかじめ確認すべき事項（溶接施工法） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接施工法の内容 

確認  

計画している溶接施工法の内容が，技術基準に適合する方法である

ことを確認する。  

材料確認  試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認

する。  

開先確認  試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。  

溶接作業中確認  溶接施工法及び溶接設備等が計画どおりのものであり，溶接条件等

が使用前事業者検査（溶接）計画書のとおりに実施されることを確

認する。 

外観確認  試験材について，目視により外観が良好であることを確認する。 

溶接後熱処理確認  溶接後熱処理の方法等が技術基準に基づき計画した内容に適合して

いることを確認する。  

浸透探傷試験確認  技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，表面に

おける開口した欠陥の有無を確認する。  

機械試験確認  溶接部の強度，延性及び靭性等の機械的性質を確認するため，継手

引張試験，曲げ試験及び衝撃試験により溶接部の健全性を確認する。 

断面検査確認  管と管板の取付け溶接部の断面について，技術基準に適合する方法

により目視検査及びのど厚測定により確認する。  

腐食試験確認 再処理第1種機器及び腐食環境の厳しい第2種機器の接液側に使用す

る溶接施工法に対し，腐食試験を実施し，耐食性を確認する。 

（判定）※１ 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認さ

れた場合，当該溶接施工法は技術基準に適合するものとする。  

  ※1：（ ）は検査項目ではない。 
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変 更 前 変 更 後 

表 2-2 あらかじめ確認すべき事項（溶接士） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接士の試験内容の

確認 

検査を受けようとする溶接士の氏名，溶接訓練歴等，及びその者が行

う溶接施工法の範囲を確認する。  

材料確認  試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認す

る。  

開先確認  試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。  

溶接作業中確認  溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が使用前事業者検査(溶接)計画

書のとおりであり，溶接条件が使用前事業者検査(溶接)計画書のとお

り実施されることを確認する。 

外観確認  目視により外観が良好であることを確認する。  

浸透探傷試験確認  技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，表面に開

口した欠陥の有無を確認する。  

放射線透過試験確認 再処理第1種容器及び管の接液側の溶接を行う者の技能確認に対し，技

術基準に適合した試験の方法により放射線透過試験を行い，溶接部の

欠陥の有無を確認する 

機械試験確認  曲げ試験を行い，欠陥の有無を確認する。 

断面検査確認  管と管板の取付け溶接部の断面について，技術基準に適合する方法に

より目視検査及びのど厚測定により確認する。  

腐食試験確認 再処理第1種機器及び腐食環境の厳しい再処理第2種機器の溶接を行う

者の技能確認に対し，技術基準に適合した方法により腐食試験を実施

し，耐食性を確認する。 

（判定）※１ 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認され

た場合，当該溶接士は技術基準に適合する技能を持った者とする。  

  ※1：（ ）は検査項目ではない 

 

(2) 容器等の主要な溶接部に対して確認する事項 

再処理施設のうち技術基準第 17 条第 1項第 3号及び第 37 条第 1項第 2号の容器等の主要

な溶接部について，表 3に示す検査を行う。 

 

 

 

 

 

 

表 2-2 あらかじめ確認すべき事項（溶接士） 

検査項目 検査方法及び判定基準 

溶接士の試験内容の

確認 

検査を受けようとする溶接士の氏名，溶接訓練歴等，及びその者が行

う溶接施工法の範囲を確認する。  

材料確認  試験材の種類及び機械的性質が試験に適したものであることを確認す

る。  

開先確認  試験をする上で，健全な溶接が施工できることを確認する。  

溶接作業中確認  溶接士及びその溶接士が行う溶接作業が使用前事業者検査(溶接)計画

書のとおりであり，溶接条件が使用前事業者検査(溶接)計画書のとお

り実施されることを確認する。 

外観確認  目視により外観が良好であることを確認する。  

浸透探傷試験確認  技術基準に適合した試験の方法により浸透探傷試験を行い，表面に開

口した欠陥の有無を確認する。  

放射線透過試験確認 再処理第1種容器及び管の接液側の溶接を行う者の技能確認に対し，技

術基準に適合した試験の方法により放射線透過試験を行い，溶接部の

欠陥の有無を確認する 

機械試験確認  曲げ試験を行い，欠陥の有無を確認する。 

断面検査確認  管と管板の取付け溶接部の断面について，技術基準に適合する方法に

より目視検査及びのど厚測定により確認する。  

腐食試験確認 再処理第1種機器及び腐食環境の厳しい再処理第2種機器の溶接を行う

者の技能確認に対し，技術基準に適合した方法により腐食試験を実施

し，耐食性を確認する。 

（判定）※１ 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認され

た場合，当該溶接士は技術基準に適合する技能を持った者とする。  

  ※1：（ ）は検査項目ではない 

 

(2) 容器等の主要な溶接部に対して確認する事項 

再処理施設のうち技術基準第 17 条第 1項第 3号及び第 37 条第 1項第 2号の容器等の主要

な溶接部について，表 3に示す検査を行う。 
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表 3 容器等の主要な溶接部に対して確認する事項 

検査項目 検査方法及び判定基準 

適用する溶接施工法，溶

接士の確認  

適用する溶接施工法，溶接士について，表 2-1 及び表 2-2 に示す適合確認

がなされていることを確認する。  

材料検査 溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを確認する。  

開先検査  開先形状，開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に適合するもの

であることを確認する。  

溶接作業検査  

（含む，溶接材料の腐食

試験） 

あらかじめの確認において，技術基準に適合していることが確認された溶

接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する｡  

再処理第 1 種機器及び腐食環境の厳しい再処理第 2 種機器の接液部に用

いる溶接材料に対し，腐食試験を実施し，耐食性を確認する。 

熱処理検査  溶接後熱処理の方法，熱処理設備の種類及び容量が，技術基準に適合する

ものであること，また，あらかじめの確認において技術基準に適合してい

ることを確認した溶接施工法の範囲により実施しているかを確認する。  

非破壊検査  溶接部について非破壊試験を行い，その試験方法及び結果が技術基準に適

合するものであることを確認する。  

機械検査  溶接部について機械試験を行い，当該溶接部の機械的性質が技術基準に適

合するものであることを確認する。  

耐圧検査  規定圧力で耐圧試験を行い，これに耐え，かつ，漏えいがないことを確認

する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は，可能な限り高い圧力で

試験を実施し，耐圧試験の代替として非破壊試験を実施する。  

（外観の状況確認）  

溶接部の形状，外観及び寸法が技術基準に適合することを確認する。  

漏えい検査 再処理第 1種容器及びライニング型貯槽の溶接部に対し，規定の漏えい試

験を行い，技術基準に適合するものであることを確認する。ただし，ライ

ニング型貯槽にあっては，構造上漏えい試験を行うことが，著しく困難で

ある場合は，浸透探傷試験を実施する。 

（適合確認）※１ 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認された

場合，当該溶接部は技術基準に適合するものとする。  

※1：（ ）は検査項目ではない 

 

 

 

 

 

 

表 3 容器等の主要な溶接部に対して確認する事項 

検査項目 検査方法及び判定基準 

適用する溶接施工法，溶

接士の確認  

適用する溶接施工法，溶接士について，表 2-1 及び表 2-2 に示す適合確認

がなされていることを確認する。  

材料検査 溶接に使用する材料が技術基準に適合するものであることを確認する。  

開先検査  開先形状，開先面の清浄及び継手面の食違い等が技術基準に適合するもの

であることを確認する。  

溶接作業検査  

（含む，溶接材料の腐食

試験） 

あらかじめの確認において，技術基準に適合していることが確認された溶

接施工法及び溶接士により溶接施工しているかを確認する｡  

再処理第 1 種機器及び腐食環境の厳しい再処理第 2 種機器の接液部に用

いる溶接材料に対し，腐食試験を実施し，耐食性を確認する。 

熱処理検査  溶接後熱処理の方法，熱処理設備の種類及び容量が，技術基準に適合する

ものであること，また，あらかじめの確認において技術基準に適合してい

ることを確認した溶接施工法の範囲により実施しているかを確認する。  

非破壊検査  溶接部について非破壊試験を行い，その試験方法及び結果が技術基準に適

合するものであることを確認する。  

機械検査  溶接部について機械試験を行い，当該溶接部の機械的性質が技術基準に適

合するものであることを確認する。  

耐圧検査 ※１ 規定圧力で耐圧試験を行い，これに耐え，かつ，漏えいがないことを確認

する。規定圧力で行うことが著しく困難な場合は，可能な限り高い圧力で

試験を実施し，耐圧試験の代替として非破壊試験を実施する。  

（外観の状況確認）  

溶接部の形状，外観及び寸法が技術基準に適合することを確認する。  

漏えい検査 再処理第 1種容器及びライニング型貯槽の溶接部に対し，規定の漏えい試

験を行い，技術基準に適合するものであることを確認する。ただし，ライ

ニング型貯槽にあっては，構造上漏えい試験を行うことが，著しく困難で

ある場合は，浸透探傷試験を実施する。 

（適合確認）※２ 以上の全ての工程において，技術基準に適合していることが確認された

場合，当該溶接部は技術基準に適合するものとする。  

※1：耐圧検査の方法について，表1によらない場合は，基本設計方針の共通項目として 

定めた「材料及び構造」の方針によるものとする。 

※2：（ ）は検査項目ではない 
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変 更 前 変 更 後 

2.2  機能及び性能に係る検査  

機能及び性能を確認するため，表4に示す検査を行う。 

なお，核燃料物質等を用いる試験であるガラス溶融炉の検査は，ガラス溶融炉の運転に必要な設

備の検査が終了した後に実施する。 

表4 機能及び性能に係る検査 ※１ 

検査項目 検査概要  判定基準 

機能及び性能

に係る検査 

再処理施設の安全性確保の観点から必要な安全設備

等の機能及び性能を当該各系統の試運転等により確

認する。 

設工認のとおりであり，

技術基準に適合するも

のであること。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

 

 

 

 

2.3  基本設計方針検査 

基本設計方針のうち「構造，強度及び漏えいに係る検査」及び「機能及び性能に係る検査」では

確認できない事項について，表 5示す検査を実施する。 

 

表5 基本設計方針検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

基本設計方針検査 基本設計方針のうち表 1 又は表 4 では確

認できない事項について，基本設計方針に

従い工事が実施されたことを確認する。 

「基本設計方針」の

とおりであること。 

 

2.4  品質マネジメントシステムに係る検査  

実施した工事が，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセス，「1. 

工事の手順」並びに「2. 使用前事業者検査の方法」のとおり行われていることの実施状況を確認

するとともに，使用前事業者検査で記録確認の対象となる工事の段階で作成される製造メーカ等の

記録の信頼性を確認するため，表 6示す検査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  機能及び性能に係る検査  

機能及び性能を確認するため，表4に示す検査を行う。 

なお，核燃料物質等を用いる試験であるガラス溶融炉の検査は，ガラス溶融炉の運転に必要な設

備の検査が終了した後に実施する。 

表4 機能及び性能に係る検査 ※１ 

検査項目 検査概要 ※２ 判定基準 

機能及び性能

に係る検査 

再処理施設の安全性確保の観点から必要な安全設備

等の機能及び性能を当該各系統の試運転等により確

認する。 

設工認のとおりであり，

技術基準に適合するも

のであること。 

※1：基本設計方針のうち適合性確認対象に対して実施可能な検査を含む。 

※2：代替検査を実施する場合については，本来の検査目的に対する代替性の評価を実施した上で 

検査要領書に定める。 

 

 

2.3  基本設計方針検査 

基本設計方針のうち「構造，強度及び漏えいに係る検査」及び「機能及び性能に係る検査」では

確認できない事項について，表 5示す検査を実施する。 

 

表5 基本設計方針検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

基本設計方針検査 基本設計方針のうち表 1 又は表 4 では確

認できない事項について，基本設計方針に

従い工事が実施されたことを確認する。 

「基本設計方針」の

とおりであること。 

 

2.4  品質マネジメントシステムに係る検査  

実施した工事が，「設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に記載したプロセス，「1. 

工事の手順」並びに「2. 使用前事業者検査の方法」のとおり行われていることの実施状況を確認

するとともに，使用前事業者検査で記録確認の対象となる工事の段階で作成される製造メーカ等の

記録の信頼性を確認するため，表 6示す検査を実施する。 
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変 更 前 変 更 後 

表 6 品質マネジメントシステムに係る検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

品質マネジメント

システムに係る検

査 

工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事

に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセス

のとおり実施していることを品質記録や聞取り等

により確認する。この確認には，検査における記録

の信頼性確認として，基となる記録採取の管理方法

の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。 

設工認で示す「設計及

び工事に係る品質マ

ネジメントシステム」

及び「工事の方法」の

とおりに工事管理が

行われていること。 

 

3.  工事上の留意事項  

再処理施設の設置又は変更の工事の実施にあたっては，再処理施設保安規定を遵守するとともに,

従事者及び公衆の安全確保や既設の安全上重要な機器等への悪影響防止等の観点から,以下に留意し

工事を進める。 

a. 設置又は変更の工事を行う再処理施設の機器等について,周辺資機材，他の再処理施設及び環境条

件からの悪影響や劣化等を受けないよう，隔離，作業環境維持，異物侵入防止対策等の必要な措置を

講じる。  

b. 工事にあたっては, 既設の安全上重要な機器等へ悪影響を与えないよう,現場状況,作業環境及び

作業条件を把握し，作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材から想定される影響を確認する

とともに，隔離，火災防護，溢水防護，異物侵入防止対策，作業管理等の必要な措置を講じる。  

c. 設置又は変更の工事を行う再処理施設の機器等について，必要に応じて，供用後の施設管理のため

の重要なデータを採取する。 

d. 再処理施設の状況に応じて，検査・試験，試運転等の各段階における工程を管理する。 

e. 設置又は変更の工事を行う再処理施設の機器等について，供用開始後に必要な機能性能を発揮でき

るよう製造から供用開始までの間，維持する。 

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに，その種類に応じて保管及び処理を行う。 

g. 現場状況，作業環境及び作業条件を把握し，放射線業務従事者に対して防護具の着用や作業時間管

理等適切な被ばく低減措置と被ばく線量管理を行う。また，公衆の放射線防護のため，放射性気体及

び液体廃棄物の放出管理については，放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射

性物質濃度及び放射性液体廃棄物の海洋放出に起因する線量が「線量限度等を定める告示」に定める

値を超えないようにするとともに，放出管理目標値を超えないように努める。 

h. 修理の方法は，基本的に「図1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー」の手順により行うことと

し，機器等の全部又は一部について，撤去，切断，切削又は取外しを行い，据付，溶接又は取付け若

しくは同等の方法により，同等仕様又は性能・強度が改善されたものに取替えを行う等，機器等の機

能維持又は回復を行う。また，機器等の一部撤去，一部撤去の既設端部について閉止板の取付け，蒸

気発生器，熱交換器又は冷却器の伝熱管への閉止栓取付け若しくは同等の方法により適切な処置を実

表 6 品質マネジメントシステムに係る検査 

検査項目 検査方法 判定基準 

品質マネジメント

システムに係る検

査 

工事が設工認の「工事の方法」及び「設計及び工事

に係る品質マネジメントシステム」に示すプロセス

のとおり実施していることを品質記録や聞取り等

により確認する。この確認には，検査における記録

の信頼性確認として，基となる記録採取の管理方法

の確認やその管理方法の遵守状況の確認を含む。 

設工認で示す「設計及

び工事に係る品質マ

ネジメントシステム」

及び「工事の方法」の

とおりに工事管理が

行われていること。 

 

3.  工事上の留意事項  

再処理施設の設置又は変更の工事の実施にあたっては，再処理施設保安規定を遵守するとともに,

従事者及び公衆の安全確保や既設の安全上重要な機器等への悪影響防止等の観点から,以下に留意し

工事を進める。 

a. 設置又は変更の工事を行う再処理施設の機器等について,周辺資機材，他の再処理施設及び環境条

件からの悪影響や劣化等を受けないよう，隔離，作業環境維持，異物侵入防止対策等の必要な措置を

講じる。  

b. 工事にあたっては, 既設の安全上重要な機器等へ悪影響を与えないよう,現場状況,作業環境及び

作業条件を把握し，作業に潜在する危険性又は有害性や工事用資機材から想定される影響を確認する

とともに，隔離，火災防護，溢水防護，異物侵入防止対策，作業管理等の必要な措置を講じる。  

c. 設置又は変更の工事を行う再処理施設の機器等について，必要に応じて，供用後の施設管理のため

の重要なデータを採取する。 

d. 再処理施設の状況に応じて，検査・試験，試運転等の各段階における工程を管理する。 

e. 設置又は変更の工事を行う再処理施設の機器等について，供用開始後に必要な機能性能を発揮でき

るよう製造から供用開始までの間，維持する。 

f. 放射性廃棄物の発生量低減に努めるとともに，その種類に応じて保管及び処理を行う。 

g. 現場状況，作業環境及び作業条件を把握し，放射線業務従事者に対して防護具の着用や作業時間管

理等適切な被ばく低減措置と被ばく線量管理を行う。また，公衆の放射線防護のため，放射性気体及

び液体廃棄物の放出管理については，放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射

性物質濃度及び放射性液体廃棄物の海洋放出に起因する線量が「線量限度等を定める告示」に定める

値を超えないようにするとともに，放出管理目標値を超えないように努める。 

h. 修理の方法は，基本的に「図1 工事の手順と使用前事業者検査のフロー」の手順により行うことと

し，機器等の全部又は一部について，撤去，切断，切削又は取外しを行い，据付，溶接又は取付け若

しくは同等の方法により，同等仕様又は性能・強度が改善されたものに取替えを行う等，機器等の機

能維持又は回復を行う。また，機器等の一部撤去，一部撤去の既設端部について閉止板の取付け，蒸

気発生器，熱交換器又は冷却器の伝熱管への閉止栓取付け若しくは同等の方法により適切な処置を実
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施する。 

i. 特別な工法を採用する場合の施工方法は，技術基準に適合するよう，安全性及び信頼性について必

要に応じ検証等により十分確認された方法により実施する。 
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